
R6.10.４ 
運賃協議分科会 

第 1 号議案 

ハッピーライド in 静岡プロジェクトに伴う小学生の自主運行バス運賃無料に係る 
協議運賃の設定について（しずてつジャストライン㈱） 

  ハッピーライド in 静岡プロジェクトの開催にあたり（12 月７日（土）、８（日））、自
主運行バス駅南循環善左衛門線・大洲小学校線の小学生運賃無料の新たな運賃区分の設定
が必要となることから、道路運送法（以下「法」という。）第 9条第 4項に基づく運賃につ
いて協議する。 

１．運賃に関する協議とは 

 一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運賃及び料金に変更を加える場合に、法第９条第

４項、第５項に基づき、「公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反

映」したうえで、「地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確

保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等について協議」を行うもの。 本市では、

設置要綱に規定する方法により①利害関係者の意見反映を行ったうえで、②分科会において

協議を行う。 

【運賃設定の流れ】 

  

 

 

 

 

 

２．ハッピーライド in 静岡プロジェクトの概要 

  別紙参照 

３．協議にあたりあらかじめ行った意見反映の方法 

 法第 9条第 5項、設置要綱第 9条第 5項に規定する利害関係者の意見反映については次の

方法により行った。 

  

⑴実施方法  藤枝市ホームページ及びアンケート用紙にて実施 

  

⑵内  容  別紙参照 

  

⑶期  間  ≪利用者アンケート・市民アンケート≫ 

令和６年８月 22 日（木）から令和６年９月５日（木）までの 15 日 

        ≪バス事業者に対するアンケート≫ 

        令和 6年９月 4日（水）から令和 6年９月 20 日（金） 

 

⑷結  果  ≪利用者アンケート・市民アンケート≫ 

支障ありと回答した者の意見は、無かった。 

        ≪バス事業者に対するアンケート≫ 

       支障なし 100％（２／２） 

 

       ⇒利害関係者の意見反映を行ったものとする。 

①住民、利用者その他利害関係者の意

見の反映（法第９条第５項、設置要綱第

９条第５項） 

⇒市民、バス運行事業者へのアンケー
ト 

 

②運賃等の協議（法

第９条第４項、設置

要綱第９条第２項） 

⇒藤枝市地域公共
交通会議分科会 

③静岡運輸支局へ届出 

※協議が調ったことの

証明の発行 



R6.10.４ 
運賃協議分科会 

第２号議案 

 

ハッピーライド in 静岡プロジェクトに伴う小学生の自主運行バス運賃無料に係る 
協議運賃の設定について（吉田観光㈱） 

  ハッピーライド in 静岡プロジェクトの開催にあたり（12 月７日（土）、８日（日））、
自主運行バス藤枝駅ゆらく線の小学生運賃無料の新たな運賃区分の設定が必要となること
から、道路運送法（以下「法」という。）第 9条第 4項に基づく運賃について協議する。 

１．運賃に関する協議とは 

 一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運賃及び料金に変更を加える場合に、法第９条第

４項、第５項に基づき、「公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反

映」したうえで、「地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確

保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等について協議」を行うもの。 本市では、

設置要綱に規定する方法により①利害関係者の意見反映を行ったうえで、②分科会において

協議を行う。 

【運賃設定の流れ】 

  

 

 

 

 

 

２．ハッピーライド in 静岡プロジェクトの概要 

  別紙参照 

３．協議にあたりあらかじめ行った意見反映の方法 

 法第 9条第 5項、設置要綱第 9条第 5項に規定する利害関係者の意見反映については次の

方法により行った。 

  

⑴実施方法  藤枝市ホームページ及びアンケート用紙にて実施 

  

⑵内  容  別紙参照 

  

⑶期  間  ≪利用者アンケート・市民アンケート≫ 

令和６年８月 22 日（木）から令和６年９月５日（木）までの 15 日 

        ≪バス事業者に対するアンケート≫ 

        令和 6年９月 4日（水）から令和 6年９月 20 日（金） 

 

⑷結  果  ≪利用者アンケート・市民アンケート≫ 

支障ありと回答した者の意見は、無かった。 

        ≪バス事業者に対するアンケート≫ 

       支障なし 100％（２／２） 

 

       ⇒利害関係者の意見反映を行ったものとする。 

 

①住民、利用者その他利害関係者の意

見の反映（法第９条第５項、設置要綱第

９条第５項） 

⇒市民、バス運行事業者へのアンケー
ト 

 

②運賃等の協議（法

第９条第４項、設置

要綱第９条第２項） 

⇒藤枝市地域公共
交通会議分科会 

③静岡運輸支局へ届出 

※協議が調ったことの

証明の発行 



R6.10.4 藤枝市地域公共交通会議 

第 1号議案 

ハッピーライド in 静岡プロジェクトに伴う自主運行バス小学生運賃無料について 

 

１ 概要 

藤枝市では、静岡県と協調し、小学生（特別支援学校を含む）を対象に 12 月７日（土）、

８日（日）の２日間、県内の路線バスを無料で乗車できる「ハッピーライド in 静岡プロジ

ェクト」に参画し、市自主運行バスの運賃を無料とするよう準備を進めています。 

ハッピーライド in 静岡プロジェクト開催期間中、小学生の自主運行バスの運賃を無料

とするために道路運送法に定める手続きとして協議する。 

 

２ 対象路線、協議内容 

  朝比奈線、大久保上滝沢線のハッピーライド in 静岡プロジェクト開催期間の小学生運 

賃無料区分の設定 

 

３ 根拠法令及び要綱 

  道路運送法施行規則第 51 条の１５第４項 

藤枝市営バス設置及び管理に関する条例第５条 

   

２ ハッピーライド in 静岡プロジェクト実施期間 

  令和６年 12 月７日、12 月８日の２日間 

 

３ 対象者 

  県内の全小学生 

 

４ 対象路線（市内自主運行バス） 

  ①朝比奈線 ②大久保上滝沢線 

 【運賃表】 

路線名 
運賃 

令和６年 12 月７日、８日 
区域内での降車 区域をまたぐ降車 

・高校生以下  

半額 

・幼児（就学前） 

     無料 

・身体障害者手

帳等所有者 

     半額 

朝比奈線 ２００円 ４００円 
小学生無料 

大久保上滝沢線 ２００円 ― 

 

６ 意見の提出方法・期限 

 ・別添、「意見提出様式」に記載のうえ、同封の返信用封筒にて藤枝市地域交通課まで 

  送付して下さい。 

 ・提出期限 令和６年 月  日～ 月  日 

 

７ 意見提出様式の提出場所 

  藤枝市地域交通課 

 



R6.10.4 藤枝市地域公共交通会議 

第 1号議案 

■道路運送法施行規則第 51 条の 15（抜粋） 

 （旅客から収受する対価の基準） 

第５１条の１５ 道路運送法第 79 条の８第２項の旅客から収受する対価の基準は次のと

おりとする。 

１ （略） 

２ （略） 

３ 当該地域における一般旅客自動車運送業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家 

 用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、 

 地域公共交通会議等にお定協議が整っていること。 

 

■藤枝市営バスの設置及び管理関する条例（抜粋） 

（運行路線等） 

第３条 市営バスの運行路線は、次に掲げる路線とし、その運行経路、運行回数及び運行 

 日は、規則で定める。 

 （１） 大久保上滝沢線 

 （２） 朝比奈線 

  

（使用料の減免） 

第５条 市長は、公営上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は 

免除することができる。 

 



 

 藤交第 ６６号 
令和６年９月４日 

藤枝市路線バス関係事業者 各位 

藤枝市地域交通課長 
 

 
ハッピーライド in 静岡プロジェクトに伴う小学生の自主運行バス運賃無料に係る 
アンケートの御協力のお願い 

 

日頃より、当市交通行政についてご理解・ご協力いただきありがとうございます。藤枝市で

は、静岡県と協調し、小学生（特別支援学校を含む）を対象に 12 月７日（土）、８日（日）の２

日間、県内の路線バスを無料で乗車できる「ハッピーライドプロジェクト㏌静岡」に参画して、

市自主運行バスの運賃を無料とするよう準備を進めています。本事業の実施に当たっては、小学

生の自主運行バスの運賃を無料とすることについて、道路運送法第９条５項に基づき、利害関係

者の意見反映を行う必要があります。つきましては、下記をご確認いただき、令和６年９月２０

日（金）までにアンケートへのご回答をお願いいたします。 

記 

１ ハッピーライド in 静岡プロジェクト実施期間 

  令和６年 12 月７日、12 月８日 

２ 対象者 

  静岡県内の全小学生（特別支援学校を含む） 

３ 対象路線（市内自主運行バス） 

  ①朝比奈線 ②大久保上滝沢線 

  ③駅南循環善左衛門線・大洲小学校線 ④藤枝駅ゆらく線 

４ 意見公募対象路線（市内自主運行バス） 

  ③駅南循環善左衛門線・大洲小学校線、④藤枝駅ゆらく線 

 ※自主運行バスのうち、①朝比奈線及び、②大久保上滝沢線は条例により運賃無料とする 

  ことができます。 
 

【アンケート】 

 上記のとおり運賃無料にすることについて、 

 

 

いずれかに☑をしてください。 

アンケートに「支障あり」と回答された方は次の欄にご記入ください。 

 

 

 

 

□ 支障あり 

下欄にその理由をご記入ください。 

□ 支障なし 
以上でアンケートは終了となります。
ご協力ありがとうございました。 

 

記入欄 

ご協力ありがとうございました。 



Happy Ride in Shizuoka　Project

バスにのって、でかけよう。

主催 ハッピーライドin静岡プロジェクト実行委員会
（国土交通省中部運輸局静岡運輸支局、静岡県、（一社）静岡県バス協会、乗合バス事業者、市町）

実施予定日　令和６年12月７日（土）～８日（日）
　・期間中、静岡県内の小学生は無料で何度でも乗車できます。

　・無料乗車エリアは、静岡県全域です。
　・対象路線は特設サイトに掲載していきます（特設サイトは6月以降OPEN予定）

　・各家庭にお知らせするリーフレットは、11月中旬頃に各学校にお送りします。

実施の目的
　・小学生のバス利用を促進し、バス利用者数の向上を目指します。

　・地域の足を支えるバスドライバーに「感謝とリスペクト」する気持ちを育むことで、
地域公共交通を支える意識を醸成します。

　・皆でバスに乗り合うことにより、CO2の削減を目指します。

小学生は
無料「０円」で
何回でものれ
るよ！

バスに乗ると、
こんなに

「いいコト」が
あるよ！

お年寄りや体が不自由な人の移動
手段を守ります。

山間地などまちから離れた場所に
住む人々の移動手段を守ります。

地域の人と乗り合うことで
コミュニケーションが
生まれます。（運転手さんに
感謝の気持ちを伝えることも
大切です。）

  バスは環境にもやさしい
  乗り物です。
（CO2の排出量は自家用車の半分以下）

雨の日に道が混むのを和ら
げたり交通事故を減らす効
果があります。

国土交通省HP「環境運輸部門における二酸化炭素排出量」

（問い合わせ）静岡県交通基盤部地域交通課 054-221-3186



○藤枝市営バスの設置及び管理に関する条例（抜粋） 

平成１９年３月２６日 

条例第８号 

（設置） 

第１条  （略） 

（定義） 

第２条 この条例において「市営バス」とは、藤枝市が道路運送法（昭和２６

年法律第１８３号）第７９条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて

行う同法第７８条第２号に規定する自家用有償旅客運送事業をいう。 

（運行路線等） 

第３条 市営バスの運行路線は、次に掲げる路線とし、その運行経路、運行回

数及び運行日は、規則で定める。 

(１) 大久保上滝沢線 

(２) 朝比奈線 

（使用料） 

第４条 （略） 

（使用料の減免） 

第５条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減

額し、又は免除することができる。 

 

 

 （以下 略） 


